日本舌側矯正歯科学会認定医制度規則

　　　　　　　　　　　　　第１章　総則

第1条 日本舌側矯正歯科学会は、舌側矯正歯科医療の高度な水準の維持と向上　　　　　　　　　　　　　　はかり、社会に適切な医療を提供する目的でこの制度を制定する。

第2条 前条の目的を達成するために、舌側矯正歯科医療に関し、適切かつ十分な学識、経験および技術を有し本会に寄与する会員を、本会の認定医とする。

　　　　　　　　　　第２章　認定医の申請

第3条 認定医の資格を申請しようとする者は、次の各条項をみたし本規則第4章に定める認定医委員会の審査に合格しなければならない。

（1） 歯科医師免許を有する者。

（2） 本会に引き続き３年以上在籍している会員である者。

（3） 舌側矯正治療（上下全顎）で自らが治験した症例を5症例提出すること。

（4） 本会、国内外の矯正歯科学会において舌側矯正治療による、学術講演、学術展示、症例展示、の経験を２件以上有すること。該当者はその実績を証明する書類のコピーを添えること。

第4条 審査に合格し、登録した者に認定医の資格証を交付する。

　　　　　　　　第３章　認定医の資格喪失

第５条　認定医は、次の各項の１つに該当するとき、その資格を失う。

（1） 本人が資格の辞退を申し出て、それが受理されたとき。

（2） 歯科医師免許を取り消されたとき。

（3） 本会会員の資格を失ったとき。

（4） 本会が不適格と認めたとき。

第4章 認定医委員会

第６条　認定医の適否について審査するために委員会をおく。

第7条 　認定医の審査委員会は本規則第一条の目的達成に必要な事項について審議する。
第8条 　委員会委員は、本会の常任理事・監事からなる若干名とし理事会の承認を経　　　　　　　て会長が委託する。

第９条　認定医を審査する委員から、委員長、副委員長を各１名を選ぶ。

（1） 委員長は会長が委任する。

（2） 副委員長は委員長が指名する。

（3） 委員長は委員会を招集し、会務を執り行う。

（4） 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときその職務を代行する。

（5） 委員会は審査を除く事務手続きを役員に依頼することが出来る。

第１０条　委員の任期は２年とし再任を妨げない。

第１１条　委員会は、委員の５分の３以上の出席をもって成立し、審査につい

　　　　　ては、出席委員の過半数をもって決する

第5章 更新

第１２条　認定医の更新は５年ごととする。

第6章 補足　

第１３条　認定医の審査委員会の決定に関し異議のある者は、会長に申し立てを　　

　　　　　行うことができる。

第１４条　この規則の改正については審査委員会の議をへて、理事会の承認を

　　　　　必要とする。
第１５条　本規則の施行について必要な事項は、細則に定める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　付　　　則

本規則は、平成17年3月27日に制定し、平成17年4月1日から施行する。

本規則は、平成19年3月21日に一部改訂する。

　　　　　　   日本舌側矯正歯科学会認定医制度

施行細則
第1条 日本舌側矯正歯科学会認定医制度規則の施行にあたり、同規則に定められている事項以外は、次の各条に従うものとする。

第2条 規則３条の申請をしようとする者は、別に定める申請料を添えて次の書類を学会に提出しなければならない。

①認定医申請書（様式１）

②履歴書（様式２）

③歯科医師免許書の写し

④提出症例に対する所定の様式に従った書類

⑤学会発表および学会誌への投稿掲載を証明する書類

第3条 規則第3条（４）の報告は、症例報告または原著とし本人が筆頭者であることを原則とし、その要旨が刊行物に掲載されていなければならない。

第4条 規則第３条（４）は本会の認めた刊行物とする。

第5条 規則第3条の登録をしようとする者は、付則に定める登録料を審査の合格通知が発送された日以降、１ヶ月以内に本会に納入しなければならない。

第6条 この細則の改正については、認定医審査委員会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

１　更　新

初回および2回目の更新においては規定のポイント取得と症例展示を必要とする。必要なポイントは5０ポイント以上とし、点数配分は以下のとおりとする。
1）　本会大会、例会参加　　　
１０ポイント

2）　学術発表、症例展示　
１０ポイント

3）　論文掲載　本会　

２０ポイント

　
　　他学会　
１０ポイントまで算定

　  本会の認めた刊行物は、国内外矯正歯科学会雑誌とする。

症例展示について、初回および2回目の更新を申請する認定医は、前回更新以降に保定１年が経過した１症例を、本学会において認定医取得後および初回更新後それぞれ５年以内に症例展示する必要がある。更新症例については上下リンガルブラケットを用いて治療を行った症例で、保定１年以上の資料を含めて呈示することとする。症例展示の資料作成の様式は、認定医審査の様式で資料作成し、症例展示を行うものとする。
３回目以降の更新においてはポイント取得（５０ポイント以上）のみによる更新を可とし、症例展示を必要としない。 
２　その他

諸費用（平成21年11月17日）

１）　認定医申請料　　
　　　　
　２０，０００円

２）　認定医登録料　　

　４０，０００円

３）　認定医更新料

　　　　　　 １０，０００円

４）ホームページ登録料

　　　　別途

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

この細則は、平成19年3月21日から改定する。

この細則は、平成20年3月21日から改定する。

この細則は、平成21年11月17日から改定する。

この細則は、平成22年12月20日から改定する。
この細則は、平成24年1月19日から改定する。
この細則は，平成29年2月2日から改定する。
この細則は，令和７年11月23日から改定する。

